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パレスチナ被災民に係る物資協力の実施について 

 

１ 経緯  

  ガザ地区においては、昨年１０月７日以降のイスラエル・パレスチナ武装勢力間の衝突に

よって、本年１月１６日までに、パレスチナ人２３,０００名以上が死亡、約１９０万人が避難を余

儀なくされる等の甚大な被害が生じている。 

   ガザ地区では、上記被害に伴い、生活必需品が極端に不足し、人道的見地から看過し得

ない状況となっている。 

   ＵＮＲＷＡ（国際連合パレスチナ難民救済事業機関）は、ガザ地区において被災民救援等

の人道的な国際救援活動を実施しているところ、今般、ＵＮＲＷＡから我が国政府に対し、ガ

ザ地区におけるパレスチナ被災民に早急に必要とされる毛布、給水容器、ビニールシート及

びスリーピングマットの譲渡要請がなされたものである。 

 今回提供される毛布等は、ＵＮＲＷＡを通じてガザ地区被災民に配布される（物資協

力の概要については別添を参照）。 

 

 

２ ＵＮＲＷＡへ提供する物品  

・毛布          ５，０００枚 

・給水容器       １０，０００個 

・ビニールシート     ４，５００枚 

・スリーピングマット   ８，５００枚   

              

 

 


